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【介護報酬改定編】



１ 介護予防訪問介護相当サービス・
介護予防通所介護相当サービス共通





袖ケ浦市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業介護予防訪
問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの人員、
設備及び運営に関する基準を定める要綱

（業務継続計画の策定等）
第２８条の２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時にお
いて、利用者に対する指定介護予防訪問介護相当サービスの提供を継続的に実施するための、
及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を
策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

参考



介護予防訪問介護相当サービス⇒１００分の１減算
※Ｒ７．３．３１まで適用無し

介護予防通所介護相当サービス⇒１００分の１減算
※感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災
害に関する具体的計画を作成済の場合は、Ｒ７．３．３１まで
適用無し

業務継続計画未実施減算



介護保険最新情報vol.1225「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ
（Vol.１）令和６年３月15日）」の送付について

２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画
について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
３ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行
い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。



介護保険最新情報vol.1225「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ
（Vol.１）令和６年３月15日）」の送付について





袖ケ浦市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業介護予防訪
問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの人員、
設備及び運営に関する基準を定める要綱

（虐待の防止）
第３７条の２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止
するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討
する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開
催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備
すること。

(3) 当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の
防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

参考



指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に
係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平
成12年３月１日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）



介護保険最新情報vol.1225「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ
（Vol.１）令和６年３月15日）」の送付について



介護保険最新情報vol.1225「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ
（Vol.１）令和６年３月15日）」の送付について



高齢者虐待防止措置未実施減算については、
適用猶予はありません。
そのため、令和６年度から適用されますので、ご注意ください。



２ 介護予防訪問介護相当サービス



※１回当たりの単位数は、訪問型サービスＡと介護予防通所介護相当サービスを併用する際
にのみ使用するものです。



令和６年
４月～



令和６年
６月～





次のいずれにも該当しないこと。
（１）他サービスの介護事業所において、当該利用者について、栄養状態のスクリーニング

を行い、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を算定している場合を除き、口腔・栄養
スクリーニング加算を算定していること。

（２）当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要である
と歯科医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除き、指定居宅
療養管理指導事業所が歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費を算定してい
ること。

（３）他サービスの介護事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定し
ていること。

同一利用者について、他事業所で内容が重複している場合、
算定できない。
※口腔連携強化加算の算定を行う事業所については、サービス担
当者会議等を活用し決定することとし、原則として、当該事業所
が当該加算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的に実施するこ
と。※指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

口腔連携強化加算 その他基準要件







事業所と同一敷地内又は隣接敷地内
の建物

基本
１０％減算

５０人以上／月

１５％減算

前６月間
全利用者数の
９割以上

１２％減算

左以外の建物

基本
減算無し

２０人以上／月

１０％減算

新規



同一敷地内建物等の定義
「同一敷地内建物等」とは、当該指定訪問介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣
接する敷地（当該指定訪問介護事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む。）にある建築物のうち効
率的なサービス提供が可能なものを指すものである。具体的には、一体的な建築物として、当該建物の一階部分に指
定訪問介護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地
内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当するものである
こと。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に
係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平
成12年３月１日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）

指定訪問介護事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当該事業所における指定訪問介護の提供総数のうち、
同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100 分の90 以上である場合は、次に掲げるとこ
ろに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される指定訪問介護のす
べてについて減算を適用する。
ａ 判定期間が前期（３月１日から８月31 日）の場合は、減算適用期間を10 月１日から３月31 日までとする。
ｂ 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減算適用期間を４月１日から９月30 日までとする。
なお、令和６年度については、ａの判定期間を４月１日から９月30 日、減算適用期間を11 月１日から３月31 日まで
とし、b の判定期間を10 月１日から２月末日、減算適用期間を令和７年度の４月１日から９月30 日までとする。
ロ 判定方法
（具体的な計算式）事業所ごとに、次の計算式により計算し、90％以上である場合に減算
（当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数（利用
実人員））÷（当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者数（利用実人員））





３ 訪問型サービスＡ



訪問型サービスA～サービスコード一覧表～

※令和５年度までと変更なし

２　袖ケ浦市訪問型サービスＡ　サービスコード表

種類 種別
Ａ３ 1011 90% 225
Ａ３ 1012 80% 225
Ａ３ 1013 70% 225
Ａ３ 1021 90% 225
Ａ３ 1022 80% 225
Ａ３ 1023 70% 225
Ａ３ 1031 90% 225
Ａ３ 1032 80% 225
Ａ３ 1033 70% 225
Ａ３ 1041 90% 200
Ａ３ 1042 80% 200
Ａ３ 1043 70% 200

1月につき

訪問型サービスＡⅠ イ　訪問型サービスＡ費（Ⅰ） 事業対象者・要支援１・２（週1回程度） 45分から60分の生活援助。月5回を上限とする。

1回につき訪問型サービスＡⅡ ロ　訪問型サービスＡ費（Ⅱ） 事業対象者・要支援１・２（週2回程度） 45分から60分の生活援助。月10回を上限とする。

訪問型サービスＡⅢ ハ　訪問型サービスＡ費（Ⅲ） 事業対象者・要支援２（週3回程度） 45分から60分の生活援助。月15回を上限とする。

訪問型サービスＡ初回加算 二　初回加算　200単位

算定単位
サービスコード

サービス内容略称 算定項目 給付率
合成
単位数



４ 介護予防通所介護相当サービス



※１回当たりの単位数は、通所型サービスＡと介護予防通所介護相当サービスを併用する際
にのみ使用するものです。本市では通所型サービスＡを実施していないため使用しません。







送迎減算の創設

利用者に対して、その居宅と指定相当通所型サービス事業所との間の送迎を行わない場合
▲４７単位／片道

※減算上限
・イ（１）を算定 ⇒ ３７６単位／月
・イ（２）を算定 ⇒ ７５２単位／月

※注９を算定している場合は、この限りでない。

（参考１）基本報酬
イ １週当たりの標準的な回数を定める場合（１月につき）
⑴ 事業対象者・要支援１ 1,798単位
⑵ 事業対象者・要支援２ 3,621単位

（参考２）同一建物減算
９ 指定相当通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定相当通所型サービス事業所と
同一建物から当該指定相当通所型サービス事業所に通う者に対し、指定相当通所型サービスを
行った場合は、次に掲げる区分に応じ、１月につき次に掲げる単位を所定単位数から減算する。
ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情によ
り送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
⑴ イ⑴を算定している場合（１月につき） 376単位
⑵ イ⑵を算定している場合（１月につき） 752単位
⑶ ロを算定している場合（１回につき） 94単位





事業所評価加算

より適切なアウトカム評価に資するようLIFE へリハビリテーション
のデータ提出を推進するとともに、事業所評価加算の廃止を行う。

令和６年度より、事業所評価加算は廃止となります。



運動器機能向上サービスに加えて、栄養改善サービス
及び口腔機能向上サービスの一体的な実施が必要



生活機能向上グループ活動加算

生活機能向上グループ活動加算 100単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村
長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課
題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動（以下「生活
機能向上グループ活動サービス」という。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。ただし、
この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選
択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。

生活機能向上グループ活動加算 100単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村
長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課
題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動（以下「生活
機能向上グループ活動サービス」という。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。ただし、
この場合において、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算
のいずれかを算定している場合は、算定しない。

一体的サービス提供体制強化加算により一部要件変更となるその他加算



栄養アセスメント加算

栄養アセスメント加算 50単位
注次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村
長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、利用者に対し
て、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき
課題を把握することをいう。以下この注において同じ。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。
ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受けて
いる間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

栄養アセスメント加算 50単位
注次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村
長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、利用者に対し
て、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき
課題を把握することをいう。以下この注において同じ。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。
ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている
間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

一体的サービス提供体制強化加算により一部要件変更となるその他加算







５ 地域区分





袖ケ浦市の地域区分が令和６年度より
６級地 から ５級地
に変更となります。



介護予防訪問介護相当サービス：１０．４２円 ⇒ １０．７０円
訪問型サービスＡ ：１０．４２円 ⇒ １０．７０円
介護予防通所介護相当サービス：１０．２７円 ⇒ １０．４５円



袖ケ浦市指定の
総合事業サービス

Ｂ市指定の
総合事業サービス

総合事業以外の
サービス

袖ケ浦市
所在事業所

袖ケ浦市の地域区分 Ｂ市の地域区分 袖ケ浦市の地域区分

Ｂ市所在
事業所

袖ケ浦市の地域区分 Ｂ市の地域区分 Ｂ市の地域区分

総合事業については、地域区分の適用が異なりますので
ご注意ください。
総合事業 → 総合事業の指定権者市町村の区分適用
上記以外 → 事業所所在地の市町村の区分適用



○お使いの介護請求システムの設定変更が必要となります。
システム提供事業者に確認して対応してください。

○袖ケ浦市地域包括支援センターが事業所との情報連携に
活用しているカナミッククラウドシステムについては、
㈱カナミックネットワーク及び市で設定変更を行います。

※事業所様が独自に㈱カナミックネットワークと契約を結び、介護請求シ
ステムとしてカナミッククラウドシステムを使用している場合は、設定
変更が必要となりますので㈱カナミックネットワークにご確認ください。



地域区分の設定変更を失念してしまっていた場合、国保
連請求は誤った古い単価のまま審査通過し、報酬が支払わ
れてしまいます。

そのため、全請求について過誤による修正対応が必要と
なることから、お使いの介護請求システムについては、必
ず地域区分の設定変更を行うようお願いいたします。



６ 令和６年度算定手続き等について



介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
の提出期限について

【提出期限】
令和６年４月１５日（月）
※提出期限を過ぎると、４月は加算が算定できなくなりますので
ご注意ください！

【提出における留意点】
・新様式にて提出すること。

【提出書類】
①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
②介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【新様式】
③介護職員処遇等処遇改善計画書【新様式】※加算を取得する場合
④その他加算ごとに必要な添付書類
※①②④は事業所ごとの提出とし、③は法人ごとの提出で構いません。



介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード一覧表について

袖ケ浦市版介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード一覧表について、現在作成中となります。
完成次第、市ＨＰに掲載するとともに、指定事業所様に通知文を送付いたします。

掲載HP 介護予防・日常生活支援総合事業に関して(サービス事業者向け)
http://sodegaura_homepage/soshiki/koreisha/sougoujigyou-setumeikai.html



介護予防・日常生活支援総合サービスコードマスタ表について

各事業所にてお使いの請求システムに、本市の介護予防訪問介護相当サービス・訪問型サービスＡ・介
護予防通所介護相当サービスの新しい単位数を反映させるためには、袖ケ浦市版介護予防・日常生活支援
総合事業単位数表マスタをシステムに取り込む必要があります。
単位数表マスタ及びサービスコード一覧表は以下のＨＰに掲載いたしますので、ご参照ください。

掲載HP 介護予防・日常生活支援総合事業に関して(サービス事業者向け)
http://sodegaura_homepage/soshiki/koreisha/sougoujigyou-setumeikai.html

【マスタ表取り込み時のエラーについて】
令和４年１０月より、市が実施している訪問通所一体型短期集中予防サービスであるＡＥ１００１及び

ＡＥ１００２のコードが含まれていますが、当該コードが含まれていると、マスタ表の取り込み時にエ
ラーが生じる介護報酬システムがあると伺っています。
エラーが生じてしまった事業所様におかれましては、お手数ではございますが、「袖ケ浦市版介護予
防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ（ＡＥ無し）」を上記ＨＰに併せて掲載いたしますので、そち
らで再度取り込みを行うようご協力をお願いいたします。



【人員・運営基準等編】



１ 介護予防訪問介護相当サービス・
訪問型サービスＡ・
介護予防通所介護相当サービス共通



令和７年度より義務付け





２ 介護予防通所介護相当サービス



無資格者への認知症介護基礎研修の受講については、令和６年３月末までは努力義務
規定でしたが、令和６年４月以降は義務規定となることから、ご注意ください。





以上となります。
その他詳細及び様式等については、厚労省が発出している資料等を
ご確認ください。

ご清聴ありがとうございました

※資料内の引用元
第239回社会保障審議会介護給付費分科会（R6.1.22）
令和５年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料（R6.3.8）
R6.3.15発出介護保険最新情報


